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な
ぜ
納
め
る
の
？

国
保
は
み
ん
な
で
支
え
合
う
制
度

で
す
。

国
保
は
加
入
し
て
い
る
み
ん
な
が
お
金
を

（
保
険
税
）
出
し
あ
い
、
病
気
や
け
が
で
医

療
を
受
け
た
と
き
の
医
療
費
な
ど
に
あ
て
る

支
え
合
い
の
制
度
で
す
。

皆
さ
ん
が
納
め
る
保
険
税
は
国
保
の
大
切

な
財
源
で
す
。
保
険
税
を
納
め
な
い
か
た
が

い
る
と
、
き
ち
ん
と
お
さ
め
て
い
る
か
た
の

負
担
が
大
き
く
な
り
、
国
保
制
度
の
維
持
も

難
し
く
な
り
ま
す
。

ど
ん
な
か
た
で
も
病
気
に
な
る
お
そ
れ
が

あ
り
ま
す
。

「
自
分
は
健
康
だ
し
、
病
院
に
行
か
な
い

か
ら
関
係
な
い
」「
病
気
に
な
っ
た
ら
、
自

費
で
医
療
を
受
け
る
か
ら
大
丈
夫
」
な
ど
と

考
え
て
い
ま
せ
ん
か
？

国
保
で
は
加
入
者
の
み
な
さ
ん
に
保
険
税

を
納
め
て
も
ら
い
、
み
な
さ
ん
が
自
己
負
担

し
た
医
療
費
以
外
を
負
担
し
て
い
ま
す
。

病
院
に
行
か
な
い
か
ら
保
険
税
を
払
わ
な

く
て
い
い
と
考
え
る
か
た
が
い
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
ど
ん
な
か
た
で
も
い
つ
大
き
な

病
気
や
け
が
を
す
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ

の
と
き
に
な
っ
て
、
自
費
で
払
え
な
い
か
ら

お
医
者
さ
ん
に
か
か
れ
な
い
と
い
う
の
で
は

命
に
関
わ
り
ま
す
。

国
保
の
財
源
は
ど
う
な
っ
て
い
る

の
？保

険
税
は
あ
な
た
の
健
康
を
守
り

ま
す
。

皆
さ
ん
が
納
め
て
い
る
保
険
税
は
国
保
の

財
源
の
28
％
を
占
め
、
国
の
補
助
金
な
ど
と

と
も
に
、
皆
さ
ん
が
お
医
者
さ
ん
に
か
か
っ

た
と
き
の
費
用
な
ど
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

保
険
税
を
お
さ
め
る
こ
と
は
、
国
保
を
健

全
に
運
営
す
る
た
め
で
な
く
、
み
な
さ
ん
の
「
健

康
」
を
守
る
た
め
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

国
民
健
康
保
険
制
度
は
、
農
林
水
産
業
者
や
自
営
業
者
を
中
心
と

す
る
制
度
で
創
設
さ
れ
ま
し
た
が
、
他
の
医
療
保
険
に
属
さ
な
い
か

た
す
べ
て
を
被
保
険
者
と
し
て
い
る
た
め
、
人
口
の
高
齢
化
や
産
業

構
造
の
変
化
な
ど
の
影
響
を
受
け
や
す
く
、
制
度
発
足
後
に
比
べ
高

齢
化
の
割
合
、
無
職
者
の
割
合
が
増
加
し
て
い
ま
す
。

国国 民民 健健 康康 保保 険険 ののししくくみみ
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い
つ
か
ら
納
め
る
の
？

保
険
税
は
資
格
を
得
た
日
か
ら
納

め
ま
す
。

保
険
税
は
、
届
出
を
し
た
月
か
ら
で
は
な

く
、
国
保
に
加
入
す
る
資
格
を
得
た
月
か
ら

納
め
ま
す
。
国
保
に
加
入
し
た
り
や
め
る
場

合
は
、
役
場
保
険
年
金
課
窓
口
に
届
け
出
て

く
だ
さ
い
。

☆
国
保
に
加
入
す
る
と
き

・
ほ
か
の
市
町
村
か
ら
転
入
し
た
と
き
（
職

場
の
健
康
保
険
な
ど
に
加
入
し
て
い
な
い

と
き
）

・
職
場
の
健
康
保
険
な
ど
を
や
め
た
と
き

・
職
場
の
健
康
保
険
の
被
扶
養
者
か
ら
は
ず

れ
た
と
き

・
子
ど
も
が
生
れ
た
と
き

・
生
活
保
護
を
受
け
な
く
な
っ
た
と
き

☆
国
保
を
や
め
る
と
き

・
他
の
市
町
村
へ
転
出
す
る
と
き

・
職
場
の
健
康
保
険
な
ど
に
加
入
し
た
と
き

・
職
場
の
健
康
保
険
の
被
扶
養
者
に
な
っ
た

と
き

・
死
亡
し
た
と
き

・
生
活
保
護
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き

ど
の
よ
う
に
決
ま
る
の
？

保
険
税
は
世
帯
ご
と
に
決
り
ま
す
。

医
療
費
を
推
計
し
、
そ
こ
か
ら
病
院

な
ど
で
支
払
う
一
部
負
担
金
と
国
な
ど
か
ら

の
補
助
金
を
差
し
引
い
た
金
額
が
、
保
険
税

の
総
額
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
を
所
得
割
、
資

産
割
、
均
等
割
、
平
等
割
に
割
り
振
り
、
項

目
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
世
帯
ご
と
の
保

険
税
が
決
ま
り
ま
す
。
医
療
保
険
分
、
後
期

高
齢
者
支
援
金
分
、
介
護
保
険
分
そ
れ
ぞ
れ

同
様
に
決
め
ら
れ
ま
す
。

保
険
税
は
前
年
の
所
得
を
も
と
に
決
め

ら
れ
ま
す
。

保
険
税
の
所
得
割
額
は
前
年
の
所
得
を
も

と
に
決
め
ら
れ
ま
す
の
で
、
正
し
い
所
得
の

申
告
を
お
ね
が
い
し
ま
す
。

国
保
で
は
、
様
々
な
給
付
（
入
院
時
の
食

事
代
や
高
額
医
療
費
な
ど
）
で
、
所
得
に
応

じ
て
軽
減
措
置
が
あ
り
ま
す
が
、
正
し
い
申

告
を
し
な
い
で
い
る
と
、
正
し
い
給
付
が
受

け
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

・
所
得
割
と
は
…

世
帯
の
被
保
険
者
の
所
得
に
応
じ
て
計
算

・
資
産
割
と
は
…

世
帯
の
被
保
険
者
の
資
産
に
応
じ
て
計
算

・
均
等
割
と
は
…

世
帯
の
被
保
険
者
数
に
応
じ
て
計
算

・
平
等
割
…
一
世
帯
に
い
く
ら
と
計
算

※
保
険
税
に
は
賦
課
限
度
額
が
決
め
ら
れ
て

い
ま
す
。ど

の
よ
う
に
納
め
る
の
？

保
険
税
は
年
齢
に
よ
っ
て
異
な
り

ま
す
。

☆
四
十
歳
未
満
の
か
た

介
護
保
険
に
は
四
十
歳
に
達
し
た
月
か
ら

加
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
介
護
保

険
の
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
。
国
保
の
保
険
税

は
医
療
保
険
分
と
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
を

納
め
ま
す
。

・
年
度
の
途
中
で
四
十
歳
に
な
る
と
き

四
十
歳
の
誕
生
日
の
前
日
が
属
す
る
月

（
１
日
生
れ
の
か
た
は
前
月
、
２
か
ら
31
日

生
れ
の
か
た
は
そ
の
月
）
分
か
ら
介
護
保
険

分
を
納
め
ま
す
。

☆
四
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
の
か
た

介
護
保
険
の
第
二
号
被
保
険
者
に
な
り
ま

【国保の支出】 【国保の収入】 

「平成20年度上牧町国保特別会計決算状況から」 

その他 
９％ 介護納付金 

５％ 

後期高齢者 
支援金 
13％ 

その他 
交付金など 
43％ 

保険税 
28％ 

県の補助金 
４％ 

国の補助金 
25％ 

保険給付費 
医療費・出産 
一時金など 
73％ 

年度の途中で加入したとき 

年　間 
保険税 

× 

加入した月から 
３月までの月数 

12

年度の途中でやめたとき 

年　間 
保険税 

× 

４月からやめた月 
の前月までの月数 

12

40歳未満の人の保険税 

医　療 
保険分 

後期高齢者 
支援金分 

＋ 
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す
。
国
保
の
保
険
税
は
医
療
保
険
分
と
後
期

高
齢
者
支
援
金
分
、
介
護
保
険
分
を
合
せ
て

納
め
ま
す
。

・
年
度
の
途
中
で
六
十
五
歳
に
な
る
と
き

六
十
五
歳
に
な
る
前
月
（
１
日
生
れ
の
か

た
は
そ
の
前
々
月
）
ま
で
の
介
護
保
険
分
を

計
算
し
、
国
保
の
保
険
税
と
し
て
年
度
末
ま

で
の
納
期
に
分
け
て
納
め
ま
す
。

☆
六
十
五
歳
以
上
七
十
五
歳
未
満
の
か
た

介
護
保
険
の
第
一
号
被
保
険
者
に
な
り
ま

す
。
国
保
の
保
険
税
は
医
療
保
険
分
と
後
期

高
齢
者
支
援
金
分
を
納
め
、
介
護
保
険
分
は

介
護
保
険
料
と
し
て
別
に
納
め
ま
す
。

・
国
保
被
保
険
者
全
員
が
、
六
十
五
歳
以
上

七
十
五
歳
未
満
の
世
帯
の
保
険
税
の
納
め
方

保
険
税
は
世
帯
主
の
年
金
か
ら
天
引
き
と

な
り
ま
す
が
、口
座
振
替
に
変
更
が
可
能
で
す
。

た
だ
し
、
次
の
場
合
は
個
別
に
保
険
税
を

納
め
ま
す
。

・
世
帯
主
が
国
保
被
保
険
者
以
外
の
場
合

・
年
金
額
が
年
額
十
八
万
円
未
満
の
場
合

・
介
護
保
険
料
の
天
引
き
と
合
わ
せ
た
額
が

年
金
額
の
二
分
の
一
を
超
え
る
場
合

国
保
税
は
他
の
税
金
よ
り
高
い
？

国
保
税
は
他
の
税
金
と
は
違
い
、

加
入
者
の
医
療
費
な
ど
に
し
か
使
う

こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。

国
保
は
加
入
者
が
納
め
る
国
保
税
と
国
・

県
・
町
な
ど
の
負
担
金
を
財
源
と
し
て
、
加

入
者
の
病
気
や
ケ
ガ
に
対
し
て
必
要
な
給
付

（
医
療
費
、
出
産
一
時
金
、
葬
祭
費
）、
保
健

事
業
を
行
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
国
保
税
の
支
出
は
加
入
者
が

健
康
な
生
活
を
送
る
た
め
、
毎
年
一
定
規
模

の
支
出
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

用
途
が
限
ら
れ
て
い
な
い
他
の
税
金
と
は

異
な
り
、
支
出
を
制
限
し
て
、
税
負
担
を
軽

減
す
る
の
は
非
常
に
困
難
な
の
で
す
。
国
保

は
依
然
と
し
て
医
療
費
の
最
後
の
砦
と
し
て

国
民
皆
保
険
体
制
を
さ
さ
え
て
い
ま
す
。

上
牧
町
の
保
険
税
は
高
い
？

保
険
税
は
医
療
費
を
も
と
に
決
め

ら
れ
ま
す
。

で
す
か
ら
、
医
療
費
が
増
え
る
と
必
然
的

に
、
給
付
の
費
用
を
補
う
た
め
に
保
険
税
も

引
上
げ
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
も
日
頃
か
ら
健
康

づ
く
り
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

一
人
あ
た
り
の
医
療
費
は
、
年
齢
の
上
昇

に
伴
っ
て
急
激
に
高
ま
り
ま
す
。

国
保
は
、
構
造
的
に
保
険
税
の
負
担
能
力

の
低
い
低
所
得
者
や
高
齢
者
が
多
く
加
入
し

て
い
る
た
め
、
財
政
支
援
策
が
講
じ
ら
れ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
上
牧
町
の
国
保
財
政
は
、

国
・
県
・
町
の
公
費
負
担
な
ど
を
あ
て
て

も
、
な
お
五
千
二
百
万
円
の
累
積
赤
字
を
抱

か
え
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
保
険
税
を
平
成
17
年
度
ま
で
据

え
置
き
（
平
成
18
年
度
に
改
正
）
し
た
こ
と
、

高
齢
化
に
よ
り
医
療
費
が
増
加
し
た
こ
と
、

景
気
の
低
迷
で
保
険
税
の
収
入
の
伸
び
が
低

く
推
移
し
た
こ
と
な
ど
が
原
因
で
す
。

40歳以上65歳未満の人の保険税 

医　療 
保険分 

後期高齢者 
支援金分 

介護分 

＋ 

＋ 

65歳以上75歳未満の人の保険税 

医　療 
保険分 

後期高齢者 
支援金分 

＋ 

QA

QA ●上牧町の１人あたり医療費の状況 

●１人あたり医療費の状況 

Ｈ16年度 223,722

225,239

224,586

227,884

317,571

391,400

422,284

421,474

535,928

636,318

173,092

246,045

234,146

168,504

175,719

232,486

242,266

246,946

269,039

294,691

69歳以下 70歳以上 3歳未満 全体 

Ｈ17年度 

Ｈ18年度 

Ｈ19年度 

Ｈ20年度 

単位；円 

800,000 

600,000 

400,000 

200,000 

0
H16 H17 H18 H19 H20

年度 

円 
69歳以下　　70歳以上 

３歳未満　　全体 
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後
期
高
齢
者
支
援
金
と
特
定
健
康

診
査
は
関
係
あ
る
の
？

み
な
さ
ん
が
納
め
て
い
る
保
険
税

の
う
ち
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
に
現

役
世
代
か
ら
仕
送
り
を
し
て
い
る
分
で
す
。

平
成
20
年
度
か
ら
予
防
重
視
の
特
定
健
康

診
査
と
特
定
保
健
指
導
が
始
ま
り
ま
し
た
。

こ
の
特
定
健
康
診
査
の
受
診
率
が
平
成
24

年
に
は
六
十
五
％
、
特
定
保
健
指
導
の
実
施

率
が
四
十
五
％
に
達
し
な
い
と
後
期
高
齢
者

支
援
金
が
十
％
加
算
さ
れ
、
達
成
す
る
と

十
％
減
額
さ
れ
る
し
く
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

上
牧
町
で
は
、
年
々
医
療
費
が
増
え
て
き

て
い
ま
す
。
な
か
で
も
糖
尿
病
・
高
血
圧
・

脂
質
異
常
な
ど
の
生
活
習
慣
病
の
医
療
費
の

割
合
が
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

多
く
の
生
活
習
慣
病
は
、
い
き
な
り
発
症

し
ま
せ
ん
。
必
ず
、
そ
の
前
に
予
兆
が
現
わ

れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
を
調
べ
る
の
が
健
康
診
査
で
す
。

ご
自
身
の
健
康
の
た
め
、
病
気
の
重
症
化

を
予
防
す
る
た
め
に
も
、
年
に
一
度
は
健
康

診
査
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

QA

後期高齢者医療制度から見た後期高齢者支援金のしくみ 後期高齢者医療支援金の加算・減算のしくみ 

給　付 

患者  

負担  

公　費（約５割） 
〔国　：　都道府県　：　市町村=４ ： １ ： １〕 

高齢者の保険料 
１割 

後期高齢者支援金（若年者の保険税） 
約４割 

保険料 

５+

４=

９
割
が 

仕
送
り 

支援金 
（現役世代の仕送り） 

被保険者 
（75歳以上） 

国保・会社の保険などの被保険者 
（０～74歳） 

〔加算・減算の方法〕 
①目標の達成状況 
　○特定健診・保健指導の実施率 
　○内臓脂肪症候群の該当者・予 
　　備群の減少率 
②保険者の実績を比較 
　○実績を上げている保険者 
　　　　　　支援金の減算 
　○実績が上がっていない保険者 
　　　　　　支援金の加算 
◆減算と加算は最大±10％の範囲 
　で算定 

← 

加
　
算 

← 

加
　
算 

← 

減
　
算 

保険者 
A

保険者 
B

保険者 
C

拠出 

高齢者の 
保険料 
（１割） 

公
　
　
　
費
　
　
約
５
割 

国
　
都
道
府
県
　
市
町
村=

４
　
１
　
１ 

：  
：  

：  
：  

後
期
高
齢
者
医
療
支
援
金 

若
年
者
の
保
険
税 

約
　
４
　
割 

後期高齢者医療制度 

国保税でいただいている後期高齢者医療支援金分と特定健診のしくみ 

国　民　健　康　保　険 後期高齢者医療 

74歳 75歳 

10割 

医療制度改革の方針 

★予防の重視★ 

評価する指標 
① 健診受診率 

② 保健指導実施率　45％ 
③ 内臓脂肪症候群該当者 
　　予備群減少率　　10％ 

6 5 ％ 
平成24年までの最大目標 

成果によって 

本人の自己負担（１割） 

後期高齢者の保険料 
（１割） 

支援金（４割） 
（０～74歳の保険料） 

 
国保・健保等 

各医療保険の加入者数に 
応じて負担 

公費負担（５割） 
 

（国・県・上牧町） 

平成21年度後期高齢者医療費 

から試算すると、 

１人約４３,０００円が支援金 
　になります。 

０～74歳の国保被保険者数は 

約6,500人なので、 

上牧町国民健康保険は 

およそ２億８千万円 
を後期高齢者医療に支援して 

います。 

後期高齢者支援金 の額の 

１０％加算・１０％減算措置 
①が達成できないと… ①を達成すると… 

およそ 
３億１千万円 

およそ 

２億５千万円 

１人あたりにすると 
9,000円の差 

（実施は平成25年度から） 

5
かんまき 2010.1.



特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
を

受
け
ま
し
ょ
う

特
定
健
診
は
も
う
受
け
ら
れ
ま
し
た
か
？

こ
の
健
診
は
、
生
活
習
慣
病
に
な
る
前
の

段
階
の
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
に
焦

点
を
あ
て
た
健
診
で
す
。
ぜ
ひ
、
こ
の
機
会

に
健
診
を
受
診
し
、
生
活
習
慣
病
の
予
防
に

努
め
ま
し
ょ
う
。

受
診
期
間
が
迫
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

受
診
券
・
質
問
票
は
昨
年
５
月
下
旬
に
送

付
し
て
い
ま
す
。
書
類
が
お
手
元
に
な
い
場

合
は
、
役
場
保
険
年
金
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。▼

受
診
期
間
　
１
月
31
日
ま
で

特
定
保
健
指
導
の
対
象
者
は

こ
の
よ
う
に
選
ば
れ
ま
す
！

特
定
保
健
指
導
の
対
象
者
と
な
っ
た
ら
、

積
極
的
に
保
健
指
導
を
受
け
て
内
臓
脂
肪
を

減
ら
し
ま
し
ょ
う
。
い
ま
な
ら
生
活
習
慣
病

を
予
防
で
き
ま
す
！

継
続
的
に
医
療
を
受
け
て
い
る
か
た
は
、

原
則
と
し
て
医
療
機
関
に
よ
る
治
療
を
受
け

て
く
だ
さ
い
。

保
健
指
導
を
受
け
ま
す

「
動
機
付
け
支
援
」「
積
極
的
支
援
」
の
対

象
者
と
な
っ
た
か
た
へ
は
、「
特
定
保
健
指

導
利
用
券
」
が
送
ら
れ
て
き
ま
す
の
で
、
検

査
値
を
改
善
す
る
た
め
に
積
極
的
に
保
健
指

導
を
受
け
、
運
動
・
食
習
慣
な
ど
の
生
活
習

慣
を
改
善
し
ま
し
ょ
う
。

◆
動
機
付
け
支
援
と
は
…

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の
リ
ス
ク

が
出
現
し
は
じ
め
た
段
階
で
す
。

リ
ス
ク
が
出
始
め
た
か
た
に
は
、
原
則
一

回
の
保
健
指
導
が
行
わ
れ
ま
す
。
自
分
の
生

活
習
慣
の
改
善
点
に
気
づ
き
、
自
分
で
目
標

を
設
定
し
、
そ

れ
を
行
動
に
移

す
た
め
に
必
要

な
サ
ポ
ー
ト
が

受
け
ら
れ
ま
す
。

◆
積
極
的
支
援
と
は
…

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ

ー
ム
の
リ
ス
ク
が
重
な
り
だ

し
た
段
階
で
す
。

リ
ス
ク
が
重
な
り
始
め
た
か
た
に
は
、
三

〜
六
か
月
間
、
継
続
的
な
保
健
指
導
が
行
わ

れ
ま
す
。
健
診
の
判
定
を
改
善
す
る
た
め
に
、

生
活
改
善
な
ど
、
実
践
で
き
る
目
標
を
自
分

で
選
択
し
て
、
実
行
し
て
い
く
た
め
に
必
要

な
サ
ポ
ー
ト
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

＊
受
診
す
る
と
こ
ん
な
に
お
得
＊

・
健
康
に
な
る

生
活
習
慣
病
は
、
進
行
す
る
ま
で
自
覚
症

状
は
な
く
、
早
期
発
見
に
は
健
診
が
近
道
。

毎
年
受
診
す
れ
ば
、
健
康
状
態
も
一
目
瞭
然
。

・
保
健
指
導
が
付
い
て
く
る

保
健
指
導
に
は
、
保
健
師
・
管
理
栄
養
士

な
ど
の
健
康
づ
く
り
の
プ
ロ
が
対
応
。
的
確

な
ア
ド
バ
イ
ス
で
効
果
も
確
実
で
す
。

・
ス
リ
ム
に
な
る

メ
タ
ボ
解
消
の
近
道
は
内
臓
脂
肪
を
減
ら

す
こ
と
。
減
れ
ば
自
ず
と
ス
リ
ム
に
近
づ
き

ま
す
。
健
診
を
機
会
に
ス
リ
ム
で
素
敵
な
体

型
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

・
家
計
が
助
か
る

病
気
に
な
れ
ば
医
療
費
だ
け
で
な
く
、
仕

事
に
も
影
響
が
出
て
き
ま
す
。

健
康
で
あ
れ
ば
、
医
療
費
は
最
小
限
に
抑

え
ら
れ
ま
す
。

・
医
療
費
の
節
約
に
貢
献
で
き
る

病
気
の
か
た
が
増
え
る
と
医
療
費
が
増

加
、
国
保
制
度
の
維
持
も
困
難
に
な
り
、
保

険
税
値
上
げ
の
可
能
性
も
大
。
そ
れ
を
阻
止

す
る
の
は
、
メ
タ
ボ
健
診
で
す
。

・
長
生
き
で
き
る

平
均
寿
命
が
延
び
て
も
、
寝
た
き
り
や
思

い
病
気
な
ら
長
寿
を
楽
し
め
ま
せ
ん
。
楽
し

い
人
生
を
過
ご
す
た
め
に
は
健
康
が
一
番
。

健
診
を
大
い
に
活
用
し
ま
し
ょ
う
。

重
度
心
身
障
害
老
人
等
医
療
費
助
成

制
度
（
マ
ル
重
）
受
給
者
の
か
た
へ

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
で

身
体
障
害
者
手
帳
一
・
二
級
ま
た
は
、
療

育
手
帳
A
を
お
持
ち
の
か
た
（
マ
ル
重
）

に
助
成
金
額
を
、
お
支
払
い
し
て
い
ま
す

が
、
今
回
、
広
域
連
合
か
ら
医
療
標
準
シ

ス
テ
ム
変
更
の
た
め
、
マ
ル
重
の
助
成
金

の
支
給
が
遅
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

広
域
連
合
か
ら
の
情
報
提
供
が
あ
り
し

だ
い
振
込
み
を
行
い
ま
す
。

ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解

の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
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特定健診 特定保健指導 
判定結果 

腹囲またはBMIで 

肥満と判定 

1.血糖に異常 

2.血圧に異常 

3.脂質に異常 

4.喫煙歴がある 

情
報
提
供
（
※
） 

 

積
極
的
支
援 

リスク小 

リスク中 

リスク大 

小 大 

動機付け 
支援 

特定保健指導利用券などが 
送付されます。 

動脈硬化のリスク 

※情報提供とは…健診受診者全員に行われます。 
　　検診結果から今の健康状態を把握し、健康な生活を送るための生活習慣の
　見直しや改善のきっかけとなる情報は、リスクに関係なく、受診されたかた
　全員に提供されますので有効に活用しましょう。 



葛
城
納
税
組
合
が
、
次
世

代
が
税
を
理
解
す
る
た
め

に
、
例
年
行
っ
て
い
ま
す

「
税
に
つ
い
て
の
作
文
」
の

コ
ン
ク
ー
ル
で
、
上
牧
中
学

校
一
年
の
吉
川
知
花
さ
ん
の

作
文
「
私
た
ち
の
税
金
」
が

上
牧
町
長
賞
に
、
上
牧
第
二

中
学
校
三
年
の
岸
森
未
来
さ

ん
の
作
文
「
図
書
館
と
税
金
」

が
税
務
署
長
賞
に
選
ば
れ
ま

し
た
。

税
に
つ
い
て
の
作
文
コ
ン
ク
ー
ル

吉
川
さ
ん
・
岸
森
さ
ん

受
賞

上
牧
町
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長
の
辻
本
三
郎
さ
ん

（
南
上
牧
在
住
）
に
総
務
大

臣
よ
り
感
謝
状
が
贈
ら
れ
ま

し
た
。

辻
本
さ
ん
は
多
年
に
わ
た

り
、
選
挙
の
管
理
執
行
と
明

る
い
選
挙
の
推
進
に
尽
力
さ

れ
、
そ
の
労
に
対
し
て
感
謝

状
が
贈
ら
れ
た
も
の
で
す
。

7
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辻

本

三

郎
さ
ん

総
務
大
臣
よ
り
感
謝
状

三小三年生が

役場を見学

12
月
３
日
（
木
）
、
第
三
小

学
校
三
年
生
約
四
十
五
名
が

役
場
を
訪
れ
、
庁
舎
内
の
様

子
を
見
学
し
ま
し
た
。

見
学
は
町
の
施
設
を
知
る

学
習
の
一
つ
で
行
わ
れ
た
も

の
で
、
庁
舎
を
見
学
し
た
一

行
は
町
長
室
に
も
入
室
。
居

合
わ
せ
た
今
中
町
長
に
「
役

場
は
ど
の
よ
う
な
仕
事
を
し

て
い
る
の
で
す
か
」
と
質
問

す
る
な
ど
熱
心
に
役
場
の
仕

組
み
を
学
ん
で
い
ま
し
た
。

役場前の箱庭に

アニメの主人公たち

役
場
前
に
造
ら
れ
て

い
る
箱
庭
が
ア
ン
パ
ン

マ
ン
な
ど
が
遊
ぶ
庭
に

衣
替
え
を
し
ま
し
た
。

季
節
ご
と
に
模
様
替

え
を
し
、
子
ど
も
た
ち

に
大
変
好
評
の
箱
庭
で

す
が
、
今
回
は
「
ア
ン

パ
ン
マ
ン
と
そ
の
仲
間

た
ち
」
と
題
し
て
、
子

ど
も
た
ち
が
喜
ぶ
姿
に

変
身
。
役
場
を
訪
れ
る

人
達
を
楽
し
ま
せ
て
い

ま
す
。



上
牧
町
職
員
　
募
集

町
で
は
看
護
師
（
臨
時
職
員
）
を

募
集
し
て
い
ま
す
。

▼
職
　
種

看
護
師

▼
募
集
人
員

一
名

▼
資
　
格

看
護
師
の
資
格
を
持
つ
か
た
で
、

昭
和
39
年
４
月
２
日
以
降
に
生
れ
た
か
た

▼
給
　
与

時
給
千
二
百
円

▼
勤
務
内
容

乳
幼
児
の
健
康
診
査
、
相
談

事
業
で
の
身
体
計
測
な
ど

▼
採
用
期
間

４
月
１
日
か
ら

▼
申
込
期
間

１
月
４
日
（
月
）
か
ら
１
月

29
日
（
金
）
の
平
日
の
午
前
９
時
か
ら
午
後

５
時
ま
で
。

▼
問
合
先

生
き
活
き
対
策
課
　

79
ー
２
０
２
０

あ
な
た
の
ま
ち
の
景
観
づ
く
り

応
援
し
ま
す

〜
奈
良
県
景
観
住
民
協
定
の
認
定
制
度
〜

奈
良
県
で
は
、
地
域
の
皆
さ
ん
が
、
建

物
・
カ
ン
バ
ン
の
色
や
デ
ザ
イ
ン
を
整
え
た

り
、
花
作
り
や
清
掃
活
動
に
関
す
る
こ
と
な

ど
、
景
観
づ
く
り
の
た
め
の
自
主
的
な
ル
ー

ル
を
認
定
し
、
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で

広
く
紹
介
し
ま
す
。
わ
が
ま
ち
の
景
観
を
地

域
共
有
の
貴
重
な
資
産
と
し
て
次
世
代
に
引

継
い
で
い
き
ま
し
ょ
う
。

詳
し
く
は
奈
良
県
風
致
景
観
課
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
「
奈
良
県
の
景
観
づ
く
り
」
で

▼
問
合
先

奈
良
県
風
致
景
観
課

０
７
４
２
ー
27
ー
８
７
５
６
　
　

上
牧
町
成
人
式

新
成
人
の
皆
さ
ん
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

本
年
度
（
平
成
元
年
４
月
２
日
か
ら
２
年

４
月
１
日
ま
で
に
生
れ
た
か
た
）
の
成
人
式

を
つ
ぎ
の
要
領
で
行
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご

出
席
く
だ
さ
い
。

▼
と
　
き

１
月
11
日
（
月
・
祝
）

受
　
付

午
前
９
時
か
ら
９
時
30
分
ま
で

式
　
典

午
前
10
時
　
開
始

案
内
状
を
本
人
宛
に
お
送
り
し
て
い
ま
す

が
、
案
内
状
が
未
着
の
場
合
や
、
他
の
市
町

村
へ
転
出
さ
れ
た
新
成
人
で
、
本
町
の
成
人

式
に
出
席
を
希
望
さ
れ
る
か
た
は
、
当
日
、

会
場
の
受
付
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
当
日
の
服
装
は
で
き
る
だ
け
華
美

を
さ
け
て
、
清
楚
な
服
装
で
参
加
さ
れ
ま
す

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
合
先

中
央
公
民
館
　

76
ー
３
６
１
０
番

税
滞
納
の
差
押
さ
え
を
強
化

個
人
情
報
保
護
の
話
（
一
問
一
答
）

Ｑ

勝
手
に
人
の
口
座
か
ら
お
金
を
お
ろ
し

た
り
、
見
た
り
し
て
い
い
の
か
？

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
で
あ
る
。
個
人

情
報
保
護
法
に
違
反
し
て
い
る
。

A

税
金
を
滞
納
さ
れ
ま
す
と
、
地
方
税
法
、

国
税
徴
収
法
に
基
づ
き
滞
納
さ
れ
て
い
る

か
た
の
財
産
全
て
に
対
す
る
調
査
権
限
が

発
生
し
ま
す
。

税
を
滞
納
さ
れ
た
場
合
は
、
個
人
の
財

産
に
関
す
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
な
く
な
る

と
考
え
て
も
ら
っ
て
結
構
で
す
。

尚
、
個
人
情
報
保
護
法
に
は
一
切
接
触

し
ま
せ
ん
。

町
税
・
介
護
保
険
料
・
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
納
付
に
関
す
る
相
談
は
、

早
い
目
に
徴
収
課
へ

町
で
は
11
月
よ
り
電
話
（
コ
ー
ル
セ
ン
タ

ー
）
に
よ
る
町
税
な
ど
の
督
促
業
務
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

▼
問
合
先

徴
収
課
　

役
場
内
線
１
２
５
・
１
５
５
番

―
―
１
月
の
予
定
―
―

第
一
保
育
所
で
は
、
子
育
て
家
庭
の
支
援
活
動
を

行
っ
て
い
ま
す
。

●
と
き

１
月
12
日
（
火
）

「
お

正

月

遊

び
」

”新
し
い
年
を
迎
え

み
ん
な
で

か
る
た
取
り
、
こ
ま
ま
わ
し
等
を
し
て

楽
し
み
ま
し
ょ
う
“

●
と
き

１
月
26
日
（
火
）

「
手

作

り

お

も

ち

ゃ
」

”箱
の
中
か
ら

飛
び
出
す

お
も
ち
ゃ
を
作
ろ
う
“

▼
問
合
先

第
一
保
育
所

76
ー
１
０
０
０
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11月中の西和警察署管内の犯罪発生件数は、
「空き巣などの住宅対象侵入窃盗」が14件、
「車上ねらい、部品ねらい」が25件、
「自動車盗」が２件、
「オートバイ・自転車盗」が22件、

それぞれ発生しています。

11月中の犯罪発生概況

今が正念場です！！
「犯罪ゼロチャレンジ

100日作戦」
みんなで力を合わせて、空き巣事件を食い止めよう！



西
名
阪
自
動
車
道
の

集
中
工
事
を
行
い
ま
す

「
終
日
車
線
規
制+

夜
間
通
行
止
」

香
芝
Ｉ
Ｃ
〜
天
理
Ｉ
Ｃ
　
上
下
線

３
月
１
日
〜
20
日
（
土
・
日
曜
を
除
く
）

お
か
げ
さ
ま
で
西
名
阪
自
動
車
道
は
、
開

通
四
十
周
年
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
交
通
量
の
増
大
や
車
輌
の
大
型
化

に
伴
っ
て
、
道
路
損
傷
の
進
行
が
著
し
く
、

緊
急
的
・
応
急
的
な
補
修
が
増
加
し
て
い
る

状
況
で
す
。

現
在
の
補
修
方
法
だ
け
で
は
抜
本
的
な
対

策
に
な
ら
ず
、
安
全
・
安
心
の
確
保
の
た
め
、

こ
の
た
び
、「
終
日
車
線
規
制+

夜
間
通
行
止

め
」
に
よ
る
集
中
工
事
を
行
う
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
S
A
・
P
A
な

ど
に
設
置
し
て
い
ま
す
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
な
ど

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

み
な
さ
ま
の
安
全
と
安
心
の
確
保
の
た
め

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
ね
が
い
し
ま
す
。

▼
問
合
先

西
日
本
高
速
道
路
（
株
）

０
７
２
ー
９
５
５
ー
９
５
８
１

平
日
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

ト
ー
ル
ペ
イ
ン
ト
受
講
生
募
集

中
央
公
民
館
で
、

ト
ー
ル
ペ
イ
ン
ト
の

体
験
教
室
を
開
催
し

ま
す
の
で
受
講
生
を

募
集
し
ま
す
。

▼
と

き

２
月
９
日
（
火
）

午
前
10
時
か
ら
正
午
ま
で
。

▼
と
こ
ろ

中
央
公
民
館

▼
定
　
員

二
十
名
（
先
着
順
）

▼
対
象
者

十
五
歳
以
上
の
町
内
在
住
・
在
勤
者

▼
費
　
用

五
百
円
（
材
料
費
）

▼
持
参
品

エ
プ
ロ
ン

▼
申
込
方
法

１
月
13
日
（
水
）
か
ら
19
日

（
火
）
ま
で
中
央
公
民
館
窓
口
へ
お
越
し
の
う

え
、
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
電
話
で
の
申

し
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

▼
問
合
先

中
央
公
民
館
（
月
曜
休
館
）

76
ー
３
６
１
０

上
牧
町
文
化
協
会
発
表
会

上
牧
町
文
化
協
会
で
は
、
中
央
公
民
館
展

示
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
作
品
の
発
表
会
を
行
っ
て

い
ま
す
。

☆
１
月
９
日
（
土
）
か
ら
２
月
９
日
（
火
）
ま
で

・
書
道
ク
ラ
ブ
　
青
竹
会
（
展
示
ギ
ャ
ラ
リ
ー
）

・
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
　
フ
レ
ン
ド
リ
ー
（
陳
列
ケ
ー
ス
）

各
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て
の
お
問
合
わ
せ
は

中
央
公
民
館
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
先

中
央
公
民
館

76
ー
３
６
１
０

使
い
分
け
よ
う

二
つ
の
１
１
０
番

１
１
０
番
は
事
件
・
事
故
な
ど
の
緊
急
通

報
電
話
で
す
。

事
件
・
事
故
の
被
害
に
合
っ
た
り
、
目
撃

し
た
と
き
な
ど
警
察
の
緊
急
な
対
応
が
必
要

な
場
合
は
、
た
め
ら
わ
ず
１
１
０
番
通
報
し

て
く
だ
さ
い
。

１
１
０
通
報
の
中
に
は
、「
い
た
ず
ら
、
無

対
応
、
番
号
ま
ち
が
い
」
が
約
三
割
含
ま
れ

て
お
り
、
真
に
助
け
を
求
め
ら
れ
る
か
た
か

ら
の
１
１
０
番
通
報
の
妨
害
と
な
っ
て
い
ま

す
。又

、
こ
の
他
に
も
、
運
転
免
許
証
の
更
新

手
続
き
・
電
話
番
号
案
内
な
ど
と
言
っ
た
各

種
紹
介
や
緊
急
性
の
な
い
要
望
・
相
談
な
ど

の
通
報
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

ウ
オ
ー
キ
ン
グ
「
佐
紀
路
コ
ー
ス
」

参
加
者
募
集

例
年
実
施
し
て
い
ま
す
雪
中
登
山
が
、
台

風
十
八
号
に
よ
り
登
山
コ
ー
ス
が
閉
鎖
の
た

め
、
代
替
事
業
と
し
て
上
牧
町
体
育
協
会
主

催
の
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
を
実
施
し
ま
す
。

初
春
の
大
和
路
を
み
な
さ
ん
と
一
緒
に
歩

い
て
み
ま
せ
ん
か
。

▼
と
　
き

２
月
７
日
（
日
）

午
前
８
時
30
分
役
場
前
集
合

▼
行
　
先

奈
良
市
佐
紀
路
コ
ー
ス
　

約
九
・
五
km

約
四
時
間

▼
参
加
費

無
料
（
一
日
傷
保
険
加
入
希
望
の

場
合
は
、
別
途
保
険
料
九
十
二
円
が
必
要
）

▼
定
　
員

八
十
名
（
受
付
先
着
順
。
十
名

未
満
場
合
は
中
止
）

▼
申
込
期
間

１
月
５
日
（
火
）
か
ら
29
日
（
金
）

ま
で

▼
申
込
方
法

町
立
第
一
体
育
館
窓
口
で
印
鑑

持
参
の
う
え
、
申
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
先

第
一
町
民
体
育
館

78
ー
０
１
１
８
番

青
少
年
問
題
講
演
会

▼
と
　
き

１
月
25
日
（
月
）

受
付：

午
前
９
時
30
分
　
開
演：

10
時

▼
と
こ
ろ

２
０
０
０
年
会
館
　
多
目
的
室

▼
演
　
題

親
と
子
の
絆
　

ー
だ
れ
も
の
人
生
に
「
い
の
ち
・
愛
・
人
権
を
」
ー

▼
講
　
師

前
全
国
同
和
教
育
研
究
協
議
会

委
員
長
　
高
松
秀
憲
さ
ん

▼
対
　
象

町
内
在
住
の
か
た

▼
参
加
費

無
料

▼
問
合
先

社
会
教
育
課
　

役
場
内
線
５
１
２
番
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使い分けよう２つの１１０番 

緊急時　あなたを守る 

110番 

相談は　安心ダイヤル 

＃9110 
シャープ　キュー・イチ・イチ・マル 

事件や事故の場合など、 

緊急時のダイヤルです 

心配ごとや悩みごとなど、 

何でも話せる相談ダイヤルです 

ドアプレート・キーハンガーに
使えます。



冷たい風も吹き、寒さが厳しくなってきまし

た。室内で過すことが多くなり、運動不足のか

たもおられるかもしれません。また、この冬は、

新型インフルエンザの出現もあり、例年以上に

健康管理に気を配る必要があります。

今回は、冬を元気に過ごすための日常生活上

のポイントについてお話します。

・・・

（環境を整える）

風邪などの原因となるウイルスは、低温で乾

燥した場所を好みます。例えばインフルエンザ

ウイルスは、湿度50%の環境では約10時間で

ほぼ全滅しますが、35%以下だと１日たっても

生存していると言われています。

室温は20度前後、湿度は50～60%以上に保

つよう、濡らした衣類を干したり、加湿器を使

ったり工夫しましょう。

そして、室内外の温度差は血管に大きな負担

をかけます。温度差が大きいと、血管の拡張と

収縮が急激に行われるため、血圧も急激に変化

し、これが心臓や脳血管の障害を引き起こしま

す。暖かい部屋から寒い部屋に移動するときは、

深呼吸をして血管に酸素をたくさん送り、負担

を軽くしましょう。

（衣　服）

衣服は、ふっくらとして、空気をため込むタ

イプのものが良いでしょう。空気の層によって、

体温と外気が遮断されて、保温効果が高まりま

す。首や袖、足元など衣服の開口部をしっかり

ふさぐと、体の熱が逃げにくくなります。

（入浴）

冬は、入浴中の事故が他の季節に比べて多く

起っています。特に高齢者のかたで脳卒中や心

臓病などが多く発生しています。血圧が高いと

きや、降圧剤の内服直後、食事、運動直後の入

浴は控えましょう。お湯は38～40℃にして、

ゆっくりつかりましょう。脱衣所や浴室を温か

くし、入浴後は水分補給をしましょう。

（運動）

寒くて部屋に閉じこもりがちになると、運動

不足になってしまいます。

積極的に身体を動かしましょう。室内でテレ

ビの合間にストレッチや、空いているスペース

でラジオ体操などでもかまいません。

１日１回、意識して身体を動かしましょう。

ただし、脳や心臓への負担を減らすために、早

朝や起床直後の運動は避け、十分に着込んだ状

態で入念に準備体操を行いましょう。

水分を十分に摂ることも大切です。

・・・

以上のことに注意して、寒い冬を元気に乗り

切りましょう。

●
冬
を
元
気
に
乗
り
切
り
ま
し
ょ
う
●
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す
こ
や
か
サ
ポ
ー
タ
ー

受
講
生
募
集

「
住
み
慣
れ
た
地
域
で
、
自
分
ら
し

く
暮
ら
し
続
け
る
方
法
を
み
ん
な
で

考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？
」

２
０
１
５
年
か
ら
団
塊
の
世
代
が

高
齢
者
の
仲
間
入
り
を
し
て
地
域
社

会
に
戻
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

地
域
社
会
が
変
わ
り
つ
つ
あ
る
今
、

地
域
で
自
分
自
身
が
役
割
を
持
ち
、

自
分
ら
し
く
暮
し
続
け
た
い
と
思
い

ま
せ
ん
か
。

楽
し
み
な
が
ら
地
域
社
会
で
力
を

発
揮
で
き
る
よ
う
に
、
つ
ぎ
の
講
座

を
開
催
し
ま
す
。
講
座
終
了
後
は
、

す
こ
や
か
サ
ポ
ー
タ
ー
さ
ん
た
ち

（
前
回
ま
で
の
修
了
生
）
と
一
緒
に
な

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
地
域
で
活
躍
し

て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
サ
ポ
ー
ト
し

ま
す
。

▼
と
き
・
内
容

第
一
回

１
月
28
日
（
木
）

午
後
１
時
30
分
か
ら
３
時

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

講
義
「
介
護
保
険
制
度
に
つ
い
て
知
　

り
、
よ
り
よ
く
活
用
し
ま
し

ょ
う
」
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●問合先：生き活き対策課 79-2020 2000年会館内

●問合先：生き活き対策課 79-2020
●ところ：2000年会館内

時間は午前９時から午後５時です。

１月13日（水）・21日（木）・27日

（水）・２月10日（水）の午後は健診

などで混み合います。

午後１時から１時30分まで受付

（健診開始は午後１時30分より）

★乳児健康診査

と　き：１月13日(水)

対象者：平成21年７月26日生まれか

ら９月13日生まれ。

★１歳８か月児健康診査

と　き：１月27日(水)

対象者：平成20年５月17日生まれか

ら６月27日生まれ。

★３歳児健康診査

と　き：１月21日（木)

対象者：平成18年６月27日生まれか

ら８月21日生まれ。

★ポリオ

と　き：２月10日（水）

午後１時30分から２時30分まで受付

★乳幼児相談

と き：

１月12日（火）

午後１時30分から３時まで受付

１月29日（金）

午前９時から11時までと

午後１時30分から３時まで受付

（計測は特別な場合を除いて月１回

とします）

対象者：就学前までの乳幼児

持参品：母子健康手帳

★成人健康相談

と　き：１月15日（金)

糖尿病・高血圧・高脂血症・禁煙

等の相談【要予約】

と　き：１月29日（金)

上記以外の相談

午前９時から11時30分までと

午後１時30分から４時まで受付

プレイルーム利用日について

対象者：生後３か月から７歳６か月

未満でまだ２回接種していないか

た

持参品：母子健康手帳・印鑑・予診票

昭和50～52年生れの成人ポリオも

同時にしています。

費　用：自己負担金千円

持参品：印鑑と生年月日のわかる保

険証、免許証など（当日、同意書

と予診票を会場で記入していただ

きます。）

※発熱者、下痢をしているかた、妊

娠しているかたは接種できません。

母子健康手帳をお持ちのかたは持

参してください。ないかたは、接

種済証をお渡しします。

第
二
回

２
月
４
日
（
木
）

午
後
１
時
30
分
か
ら
３
時

講
義
　
「
元
気
を
維
持
す
る
食
事
を

知
り
ま
し
ょ
う
。
手
間
が

少
な
い
食
事
つ
く
り
」

第
三
回

２
月
18
日
（
木
）

午
後
１
時
30
分
か
ら
３
時

講
義
と
実
習
　
「
表
情
筋
を
鍛
え
て

若
々
し
い
顔
を
つ
く
り
ま

し
ょ
う
」

▼
と
こ
ろ

２
０
０
０
年
会
館

保
健
指
導
室
な
ど

▼
対
象
者

地
域
で
活
動
し
た
い
か
た

▼
受
講
料

無
料

▼
申
込
方
法

１
月
６
日
（
水
）
か
ら
電

話
か
生
き
活
き
対
策
課
窓
口
で
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
定
　
員

三
十
名
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消費生活相談：電話･面談とも毎週火曜日の午後1時～4時／2000年会館／ 79ー2020

消費生活相談員

山口 知香

２
０
１
１
年
７
月
24
日
ま
で
に
、
今
ま
で
の
テ

レ
ビ
放
送
（
地
上
ア
ナ
ロ
グ
放
送
）
は
終
了
し
ま

す
。
７
月
24
日
を
過
ぎ
る
と
、
ア
ナ
ロ
グ
の
み
対

応
の
テ
レ
ビ
は
ザ
ア
ザ
ア
と
砂
嵐
の
画
面
に
な
っ

て
放
送
が
見
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
事
態
に
な
り

ま
す
。
そ
の
時
期
ま
で
に
「
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
」

の
準
備
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
（
地
デ
ジ
）
の
た
め
に

・
新
し
く
テ
レ
ビ
を
買
い
換
え
る
か
た

「
地
上
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
」
と
指
定
し
て
買
い
ま

し
ょ
う
。

地
デ
ジ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
テ
レ
ビ
に
は
、

マ
ー
ク
が
つ
い
て
い
ま
す
。
下

の
マ
ー
ク
が
地
デ
ジ
チ
ュ
ー
ナ

ー
搭
載
の
商
品
の
目
印
で
す
。

テ
レ
ビ
を
買
い
換
え
る
こ
と
で
、

ア
ン
テ
ナ
も
変
え
な
い
と
行
け

な
い
場
合
も
有
り
ま
す
の
で
、
販
売
店
と
よ
く
相

談
し
て
く
だ
さ
い
。

・
今
の
テ
レ
ビ
を
引
き
続
き
使
い
た
い
か
た

今
お
使
い
の
テ
レ
ビ
に
「
地
上
デ
ジ
タ
ル
チ
ュ

ー
ナ
ー
」
を
つ
け
れ
ば
、
地
デ
ジ
の
番
組
を
見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
地
上
デ
ジ
タ
ル
チ
ュ
ー
ナ
ー

は
電
気
店
で
購
入
で
き
ま
す
。
映
像
の
映
り
は
今

お
使
い
の
テ
レ
ビ
と
同
等
で
す
。

・
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
を
ご
利
用
の
か
た

ま
ず
、
ケ
ー
ブ
ル
会
社
に
問
い
合
わ
せ
て
み
ま

し
ょ
う
。
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
会
社
に
よ
っ
て
地
デ

ジ
対
応
の
時
期
や
必
要
な
手
続
き
が
異
な
り
ま
す
。

・
お
住
ま
い
が
集
合
住
宅
の
か
た

共
同
受
診
設
備
の
デ
ジ
タ
ル
化
（
共
同
Ｕ
Ｈ
Ｆ

ア
ン
テ
ナ
の
新
設
や
交
換
な
ど
）
が
必
要
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
建
物
の
オ
ー
ナ
ー
や
管
理
組

合
と
相
談
し
、
準
備
を
し
て
く
だ
さ
い
。

地
デ
ジ
で
あ
な
た
を
だ
ま
す
詐
欺
に
ご
注
意

テ
レ
ビ
の
地
デ
ジ
対
応
や
ア
ン
テ
ナ
交
換
な
ど

を
口
実
と
し
た
詐
欺
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
注
意

し
ま
し
ょ
う
。

・「
テ
レ
ビ
局
職
員
」「
地
上
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
受

診
対
策
員
」
を
名
乗
っ
て
自
宅
を
訪
問
し
、
受

信
工
事
や
テ
レ
ビ
の
調
整
代
金
の
支
払
い
を
求

め
る
。

テ
レ
ビ
局
な
ど
が
こ
の
よ
う
な
代
金
支
払
い
を

求
め
る
事
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
金
を
請
求
す
る
の

は
ニ
セ
者
で
す
。

・
総
務
省
や
テ
レ
ビ
局
の
名
前
が
書
か
れ
た
手
紙

が
届
き
、「
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
切
り
替
え
助
成

券
が
支
給
さ
れ
る
の
で
、
手
数
料
の
支
払
い
を

す
る
」
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
助
成
券
は
あ
り
ま
せ
ん
。
手
数
料

の
支
払
い
を
求
め
る
事
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ニ
セ
助

成
券
案
内
状
で
す
。

地
デ
ジ
対
応
で
、
総
務
省
・
テ
レ
ビ
局
・
そ
の

他
関
係
機
関
が
代
金
を
請
求
す
る
こ
と
は
絶
対
に

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
請
求
を
受
け
て
も
す

ぐ
に
支
払
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
お
か
し
い
な
と

思
っ
た
ら
、
消
費
生
活
相
談
窓
口
・
警
察
署
・
近
畿

総
合
通
信
局
（
総
務
省
の
地
域
機
関
／
06
ー
６
９

４
２
ー
０
８
２
０
　
受
付：

平
日
午
前
８
時
か
ら

正
午
、
午
後
１
時
か
ら
５
時
15
分
ま
で
）
へ
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

今
年
１
月
よ
り
消
費
生
活
相
談
は

役
場
内
で
実
施
し
ま
す
。

今
年
１
月
５
日
（
火
）
よ
り
、
相
談
場
所
を
役

場
一
階
の
相
談
室
に
変
更
し
ま
す
。

相
談
日
時
に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
と
き
　
毎
週
火
曜
日
　
午
後
１
時
か
ら
４
時

▼

▼

「
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
」
を
受
信
す
る
た
め
に

ど
ん
な
準
備
が
必
要
？
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新 刊 紹 介

●
は
図
書
館
の
休
館
日

図書館通信

古代史謎めぐりの旅
関　裕二著・ブックマン社

「古代人なら、ど
う考えたのだろ
う。なぜこの場
所に、遺跡は造
られたのだろう」。
こんな思いを持
ったことはあり
ませんか？意外
な場所に隠され
た「古代史の謎」
を探りましょう。

ギャル農業
藤田志穂著・中央公論新社

動物にもそれぞ
れ使命があり、
その使命を果さ
せてやりたい。
そんな思いを持
った獣医師・山
崎博道先生と愛
馬フランシスと
の、愛情あふれ
る診療の日々を
追った取材記で
す。

ギャルから社長。
そしてノギャル
（農業をするギャ
ル）へ。人との
出会いを通して、
作者が実現して
いく夢とは…。
これから新しい
事を始めようと
する人達の、第
一歩につながる
本です。

みるくぱんぼうや
神沢利子著・あかね書房

「いってきまー
す。」ちいさなお
なべのみるくぱん
ぼうやが、旅にで
かけました。さぁ、
どんなことが待ち
受けているかな？
ハラハラ・ドキド
キ、時にはあった
かい気持ちになれ
るお話しです。
（児童書）

●図書館休館日：毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）･毎月末日（その日が、休館日にあたる時はその翌日も休館）･年末、年始（12／27～１／5） 0745－78－9903

おいしいケーキを
目の前にしたら、
みんな、こんな気
持ちになるのでは
はないでしょう
か？ユーモアたっ
ぷり、人情たっぷ
りの絵本です。き
っと子ども達の笑
顔に出会えます
よ。

往診は馬にのって
井上こみち著・佼成出版社

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

１
２

３

4

５

６

７

8

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1月

●買い物は県内で！ たばこは町内で買いましょう。

★1月のお話会ピーターパン★

19日（火）
午前10時30分から

９日（土）、23日（土）
午後２時から

本・ＡＶ資料は期限内に
返却しましょう。

（
広
告
）

（
広
告
）

（
広
告
）

がまんのケーキ
かがくいひろし著・教育画劇

上牧町 
商工会館 虹の湯 

かつらぎセレモニーホール 
水道局 

おくやま 

上牧 
小学校 

上牧 
中学校 

野口医院 

上牧町役場 

服部 
記念病院 

↓松里園 

↑香芝IC

葛
下
川 

お店は 
ココ 

N

バイクの在庫は随時入荷中、お気軽にご来店ください！ 

北葛城郡上牧町米山台4-9-12　TEL0745-77-0388 
ショップ直通電話：78-4144　定休日：毎週金曜日 

内閣総理大臣認定番号第26-6066号 
関西リサイクル協同組合　事務長 

マキノ商会　奈良事業所 

原
付
バ
イ
ク 

お手軽なリサイクルスクーター（50cc～）各種　不要バイク買い取り 
全車整備済＆アフターサービス万全 
地元のお店です、出張修理おまかせください 

パンク修理、タイヤ交換等も格安です 

車いすに乗ったままいつでも安心送迎いたします！ 

～ご予約承り中～ 年中無休！ 

介護タクシー らんらん 
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地域密着型で効率的な広告

お店の広告は広報紙で
月1回、町内全戸配布の広告で商売繁盛

広報 かんまきかんまき
上牧町役場秘書課　0745－76－1001
掲載料：1枠 1万円／2枠 2万円
（この見本の大きさは１枠です）

見本
広
報
「
か
ん
ま
き
」
の
広
告

広
報
「
か
ん
ま
き
」
の
紙
面
に
町
の
財
源
確
保
の

一
環
と
し
て
申
し
込
み
順
に
有
料
広
告
を
掲
載
し
て

い
ま
す
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
町
が
広
告
主
の
利
用
を
特
別

に
推
奨
し
た
り
、
そ
の
内
容
を
保
証
す
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
の
で
ご
利
用
に
あ
た
っ
て
は
ご
自
身
の

判
断
で
お
願
い
し
ま
す
。

世帯数....................9,664( + ３)

男　性..................11,666 (－12)

女　性.................12,747 ( +４)

合　計.................24,413 (－８)
（ ）は前月比

平
成
21
年
11
月
末
日
現
在

《ご案内》

＊町の木 ＊町の花

本紙は再生紙を使用しております。

●法律相談
☆上牧町主催（偶数月に開催）

担　当：弁護士

と　き：2・4・6・8・10・12月の第一水曜日

午後１時～４時

ところ：2000年会館

定　員：先着申込順６名

内　容：各種法律問題全般

申込・問合先：

役場秘書課へ電話で申し込んでください

76ー1001 役場内線298番

☆中南和法律相談センター（奇数月に開催）

担　当：弁護士

と　き：1・3・5・7・9・11月の第二金曜日

午後１時～４時

ところ：2000年会館

定　員：先着申込順６名

内　容：各種法律問題全般

申込・問合先：

奈良弁護士会へ電話で申し込んでください

0742ー22ー2035（相談日の１週　

間前の午前９時30分から申込受付。

当日の申し込みは出来ません）

●行政相談
担　当：行政相談委員

と　き：毎月第二金曜日　午後１時～４時

ところ：2000年会館

内　容：役所の仕事について全般

問合先：秘書課　 役場内線222番

●人権相談
担　当：人権擁護委員

と　き：毎月第二金曜日　午後１時～４時

ところ：2000年会館

内　容：人権問題全般

問合先：福祉課　 役場内線145番

●消費生活相談
担　当：消費生活相談員

と　き：毎週火曜日

午後１時～４時（祝日は除く）

ところ：2000年会館（１月より役場に変わります）

内　容：消費生活問題全般・多重債務問題

問合先：秘書課　 役場内線222番

●教育相談
担　当：学校指導主事

と　き：毎週火曜日　午後１時30分～４時

相　談：電話による相談　 役場内線119番

内　容：教育問題全般

問合先：教育総務課　 役場内線119番

●スクールカウンセラー教育相談
担　当：スクールカウンセラー

ところ：上牧中学校

と　き：毎週金曜日午前11時30分～午後５時

上牧中学校　 76ー5479

内　容：教育問題全般

問合先：教育総務課　 役場内線119番

◆上牧町ホームページ◆
・http://www1.ocn.ne.jp/̃kanmaki/

・Eメール kanmaki＠plum.ocn.ne.jp


